
標準コースの補償割合は、最大

で８割補償です。

また、経年による資産価値の減

少と共に補償額も下がっていく

ため、自己負担部分が増えてい

きます。
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古くなったハウス本体を新築時の資産価値で補償します！
※ 被覆材を除く
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耐 用 年 数 ま で は 年々減少

耐用年数経過後はどんなに古いハウスでも、新築時の資産価値の4割まで補償します！

ご存知ですか？

園芸施設共済

特 約 で 安心の補償に

何年経っても 安心補償！

地震・台風・竜巻などの自然災害によるハウスの

全壊事故が全国各地で発生しているらしいね。

ハウスは大切な資産だから、万が一の時、自己負

担なしで復旧できればいいんだけど…



特約に加入したいけど、掛金はどのくらいになるの？

「標準コース」と「特約付加コース」を比較すると次のとおりになります。

ハウス種類

標準コース

補償額 掛金

パイプハウス ４７万円 7,900円

簡易鉄骨ハウス ７４万円 6,500円

特約付加コース

補償額 掛金

１０１万円 16,000円

１８１万円 11,500円

例）設置面積：２００㎡、被覆材：農ＰＯ(新品)、10年以上経過のパイプハウス、14年以上経過の簡易鉄骨ハウスの場合

補償額も掛金も倍近くになるのね。

掛金だけを標準コースと同じ程度に抑えられないかしら。

特約付加の割引コース

補償額 掛金

１０１万円 7,200円

１８１万円 6,500円

ハウス種類
一定の被害を補償範囲から外す

（割引コース）

パイプハウス 損害額が１０万円を超える場合に補償

簡易鉄骨ハウス 損害額が２０万円を超える場合に補償

今までと同じ掛金負担で、新築時の価額で復旧できるプランに加入できるのね。
私にピッタリ！

一定の被害を補償範囲から外すことにより、掛金を大幅に割引きできます。
（ 10万円 、 20万円 、 50万円 、 100万円 から選択できます）

お問い合わせ
山口県農業共済組合

東部支所 ☎ 0827-84-0041
岩国市周東町下久原484番地3

中部支所 ☎ 083-972-2340
山口市小郡長谷一丁目3番3号

北部支所 ☎ 08388-8-5050
萩市大字高佐下1982番地65

西部支所 ☎ 083-250-6208
下関市豊田町大字矢田271番地7

災害は、いつ起こるか分かりません！ＮＯＳＡＩは、特約への加入をおすすめします

※特約付加の内容は付保割合追加特約20％、復旧費用特約、撤去費用特約となります


